
No 仕様書　ページ番号 質問 回答内容

1 仕様書 １
(3) 現行システムから次期システムへのデータの移行 より
データ移行の対象範囲（対象項目、対象年数）を提供ください。

現行システム稼働以降のすべてのデータ（入退去者情報・収納データ）を移行す
るものと考えております。（現行システムについては平成２４年から稼働）

2 仕様書 ２ 

(5) 市営住宅の手続きに関するオンライン化（電子申請）対応 より
『システム連携基盤経由で申請情報（ＣＳＶ）の取り込みや審査結果の応答（交付物含む）などのデータ連携が行え
るようなプログラムの作成等を行うこと』との記載に関してオンライン化システムで提供されるデータの仕様書等をご
提供ください。

現時点で想定している外部IF仕様書を参加意向申出書を提出の企業様にのみ、
送付致します。
要件定義や基本設計が進む中で、仕様変更等は発生する可能性があります。
本資料は設計中のものであり、内容に変更が伴う可能性がありますので、参考
程度にお考え下さい。
また、送付する仕様書につきましては、本プロポーザルにのみ使用するようにし
てください。

3 仕様書 ２ 
(5) 市営住宅の手続きに関するオンライン化（電子申請）対応 より
オンライン化システムの連携ファイルの取り扱いについて特殊なセキュリティ要件等がありましたら仕様をご提供くだ
さい。

暗号化することを求められていますが、まだ検討段階です。
「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リス
ト）」にある技術を利用した暗号化方法に従う形になると考えています。参考程度
にお考え下さい。

4 仕様書 ２ 

(9) 次々期システムへの円滑な移行に関する作業 より
次期システムの保守等の終了時に次々期システムへ円滑にデータ移行を行えるように、移行に必要となるデータを
汎用的なデータ形式に取りまとめ提供を行うこと。」とありますが、次々期システムの移行先等の情報（条件、形式
等）提供をお願いします。情報提供が無い場合は弊社想定内容によるデータ抽出方法として提案及び費用積算とし
ます。

当市では次々期システムの移行先については現状検討を行っていない為、質問
文に記載のある通り、貴社想定内容によるデータ抽出方法で問題ございません。

5 仕様書 ６

(2) ハードウェア構成要件＿イ  クライアント機器 より
川崎市職員利用端末２５台(計画配置PC21台+システム専用PC4台)、川崎市住宅供
給公社利用端末５５台との記載がございますが、RFIで回答の通り、公社利用端末
は公社にて調達のため、川崎市職員利用端末２５台についてPCセットアップをす
ると言う認識で間違いないでしょうか。

当市の判断では川崎市住宅供給公社用端末については、川崎市住宅供給公社
にて調達するのではなく、当市にて調達を行う想定としています。また、セットアッ
プについてはパッケージソフトを用いたＷＥＢブラウザで動作するするシステムで
あれば、川崎市住宅供給公社利用端末55台にセットアップは不要です。

6 仕様書 ６

(2) ハードウェア構成要件＿イ  クライアント機器 より
「Office ソフト」がMicrosoft Office Professional Plus 2016(32bit）又はMicrosoft
365(64bit)となっておりますが、すべてのPCにおいてバージョンは同じものを導入
すると言う認識で間違いないでしょうか。また、Microsoft 365(64bit)はAccessも導
入するとの認識で間違いないでしょうか。

Microsoft Office Professional Plus 2016(32bit）又はMicrosoft
365(64bit)についてはすべてのPCに同じものを導入するという認識です。また、
Microsoft 365(64bit)についてはAccessの導入は不要とする認識です。

7 実施要領 ３

10 企画提案の方法＿(3) 企画提案書等の提出＿ア 提出書類に
・「川崎市市営住宅総合管理システム機能一覧（別紙１）」
・「川崎市市営住宅総合管理システム帳票一覧（別紙２）」の記載が見当たりません
が、こちらも◎、〇、△、×等を追記して提出すると言う認識でよろしかったでし
ょうか。

「川崎市市営住宅総合管理システム機能一覧（別紙１）」 、「川崎市市営住宅総
合管理システム帳票一覧（別紙２）」についても◎、〇、△、×等を追記して提出
して頂きます。

8 評価基準  1 

評価項目＿企画提案内容＿機能要件 について、
『「川崎市市営住宅総合管理システム機能一覧」に定める要件』との記載があります
が、「川崎市市営住宅総合管理システム帳票一覧」も評価対象と言う認識でよろしか
ったでしょうか。

「川崎市市営住宅総合管理システム帳票一覧」も評価対象と言う認識で間違い
ないです。

9
機能一覧（別紙１）
No2

募集住宅情報を部屋単位または住戸タイプ単位で管理とありますが具体的にどの単
位で管理（どの単位で抽選番号を付与するか）が教えてください。

　募集住宅は部屋単位で管理し、抽選番号は申込者単位で付与します。
　募集住宅については、募集回ごとに、募集する部屋と申込区分をセットで選択
して登録することを想定しています。申込区分は、住戸タイプ（間取りや特定目
的）の他、エレベーターの有無・床面積・階数等に応じて決定します。また、同じ部
屋でも募集回によって異なる申込区分で募集することがあります。
　抽選番号については、御質問No.11の回答のとおりです。

10
機能一覧（別紙１）
No11

募集優遇倍率の設定に市独自のルールがありましたら教えてください。

　特徴として、①募集区分が「一般世帯向け」のみ優遇倍率の適用となること、②
基本の倍率は５倍で、複数の優遇倍率の対象となる場合は１倍ずつ加算されま
す。例えば、５回以上落選優遇は５倍、母子父子家庭優遇は５倍ですが、この両
方を満たすときは５倍＋１倍＝６倍となります。詳細は、『川崎市営住宅入居者募
集のしおり【案内編】』P17・18を御参照ください。

11
機能一覧（別紙１）
No11

抽選番号付与に市独自のルールがありましたら教えてください。

　抽選番号は、１人の申込者につき１つ付与します。優遇倍率が適用された申込
者については、倍率に応じた数の番号を連番で付与します。例えば、本来「１番」
の者が優遇倍率５倍適用であれば「１～５番」を付与し、次の申込者には「６番」
から番号を付与します。申込資格を満たさない場合は、抽選番号を付与せず失
格となります。
　なお、抽選方法等の詳細は、『川崎市営住宅入居者募集のしおり【案内編】』
P19を御参照ください。
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12
機能一覧（別紙１）
No133

認定の時期はについて住宅種別が異なっていても同じタイミングだと認識しても間
違いないでしょうか。

特公賃は認定時期が異なりますが、それ以外（市営公営・改良・従前・準公営）は
同一の時期に行います。なお、特公賃以外の住宅に居住中の収入更正申立者
に対し、例月収入認定を行うため、個別の認定機能も必要となります。

13
機能一覧（別紙１）
No198

口座媒体は全銀フォーマットでしょうか。また住宅種別によって委託者コードが分
かれているなどありますでしょうか。

全銀フォーマットとなります。また、住宅種別によらず委託者コードは同一です。

14
機能一覧（別紙１）
No321

基準家賃について住宅種別によって4月始まり以外で管理する必要があるなど市独
自の運用などありますでしょうか。
   例)令和7年10月～令和8年9月 50,000円
     令和8年10月～令和9年9月 40,000円

特公賃以外の住宅：種別によって4月始まり以外で管理することはありませんが、
長寿命化工事の施工完了に伴い年度途中で基準家賃を変更したり、新築住戸
の基準家賃を年度途中で設定することはあります。
特公賃：10月1日時点で入居者負担家賃額を設定しています。

15
機能一覧（別紙１）
No321

基準家賃について利便性係数や損害保険料など市独自の計算方法や特殊な収入階層
などありますでしょうか。

利便性係数等については、本市独自の計算方法に基づき設定しているものもあ
ります。

16
機能一覧（別紙１）
No347

RFIではEUC機能は一部の端末で使用すると聞いていましたが、何台の端末にて利
用するのかを教えてください

EUC機能については基本的にすべての端末で利用する想定です。

17 -
他の大規模公営住宅システム構築と同様に会議についてキックオフなど一部の会議
を除いてzoomなどのオンラインツールを使用した会議形態で実施するとの認識で
よろしかったでしょうか。

その認識で間違いないです

18 -

RFIで質問し回答いただいた内容については、すべて今回の調達においても有効で
あるという認識でよろしいでしょうか。
該当の回答を添付しております。（【市営住宅システム再構築関係】質問に対する回
答.pdf）

RFIにて回答した事項につきましては、今回の調達についても有効です。






